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寿
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会
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条

例

　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
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十
八
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宅
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ス
等
の
事
業
の
人
員
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設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城

県
条
例
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
十
六
項
を
附
則
第
二
十
八
項
と
す
る
。

　

附
則
第
二
十
五
項
中
「「
事
務
所
」」
を
「「
事
務
室
」」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
十
七
項
と
し
、
附
則
第
二
十
四

項
を
附
則
第
二
十
六
項
と
し
、
附
則
第
二
十
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
特
例
）

　
　

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
訪
問
看
護
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二

24
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害

を
い
う
。）
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
規
則
で

定
め
る
市
町
村
の
区
域
に
限
る
。
以
下
「
特
定
被
災
区
域
」
と
い
う
。）
の
う
ち
指
定
訪
問
看
護
の
確
保
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
区
域
内
に
所
在
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
基
準
該

当
訪
問
看
護
」
と
い
う
。）
の
事
業
を
行
う
者
は
、
特
定
被
災
区
域
に
お
け
る
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
救
助
の
実

施
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
病
院
又
は
診
療
所

を
除
く
。）
ご
と
に
、
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
常
勤
で
一
人
以
上
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
四
章
（
第
二
十
九
条
を
除
く
。）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
訪
問
看
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
十
四
項
中
「
附
則
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第
二
十
六
項
」
に
、「
附
則
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第

二
十
七
項
」
に
改
め
る
。
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